
白 血病は急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、
慢性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病の４つに

分類されます。同じ白血病ですが、病気も治療も違います。
今回は急性リンパ性白血病についてお話しします。
2019年に水泳の池江璃花子選手が患った病気です。
この病気は感冒様症状から始まります。なかなか治らず
採血をすると、血液に異常が見つかり、骨髄検査をすると
白血病細胞が増えていることで診断に至ります。大人だけ
でなく小児でも罹患します。血液疾患の中で特に長期入院
を必要とし、治療は多種類の抗癌剤を用います。治療で子
供は80％以上が治りますが、大人は５年生存率が40％程
度と、厳しい病気です。30％程度の患者さんでフィラデ
ルフィア染色体という異常を認め、この異常を有すると骨
髄移植が必要になります。

子 供の多くは治癒するのに、大人が治らないのはな
ぜでしょう？ JALSG（成人白血病治療共同研究機

構）で検討したところ、大人の治療は小児で投与する量よ
り体表面積当たりでかなり少ないことがわかりました。現
在はメソトレキセートやロイナーゼをしっかり投与し、生
存率の改善を期待しています。
２年前、池江選手がこの病気になった時、日本中が驚き
とショックで言葉を失いました。今で
は東京オリンピックの代表になるとこ
ろまで回復しました。我々血液内科医
は、同じ病気の患者さんが、同じよう
に治療前の生活に戻れるよう日々がん
ばっています。
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税理士法人ホサカ事務所
所長　保坂　英夫

金地金、古銭・記念硬貨、
切手などを売ったときの税金

税務相談

健康コラム

金地金の場合
給与所得者や年金受給者などが金地金を売却した場合
は譲渡所得として課税され、給与や年金など他の所得と合
わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得の計算方法は次のとおりです。
① 所有期間５年以内の場合 
売却価額 ―（取得価額＋売却費用）― 特別控除50万円
＝課税される所得
② 所有期間５年超の場合 
（売却価額 ―（取得価額＋売却費用）― 特別控除50万円）
×２分の１＝課税される所得
※ 取得価額が分からない場合は、売却価額の５％が取得価
額となります。
以上のとおり、年間の譲渡益が50万円までは特別控除
の範囲内なので税金はかからないことになります。
金地金以外の総合課税の譲渡益がある場合は、それを合
計した額に対しての50万円です。

古銭・記念硬貨の場合
生活用動産に含まれるため、基本的には課税されませ
ん。ただしプレミア価格がついたものなどを高値で売却し
たときは価値のある財産を売却したとみなされます。１個
又は１組の価額が30万円を超える譲渡の場合は課税の対
象となります。
従って、30万円以下の譲渡であれば課税はされません。
課税される場合の計算方法は、前述の①、②と同様になり
ます。
切手の場合
古銭・記念硬貨と同じ取り扱いになります。
古銭・記念硬貨や切手の場合は、１点が30万円を超え
るものに限られます。そして、50万円の特別控除の枠が
あるので、ほとんどが課税の対象外になるかと思います。
また、その他にも貴金属や宝石、書画、骨董なども古銭・
記念硬貨、切手と同様の取り扱いになります。

　ここ数年、金の価格は上昇していることから、お手持ちの金を売却して利益を得る方も多いと思います。また、コロ
ナ禍の中、巣ごもりで家の中を片付けているときに、古銭や旧札、切手などが出てきた場合、これらのものを買取業者
へ売却したら税金はどのように取り扱われるのでしょうか。

長岡中央綜合病院　血液内科部長　坪井　康介

「血液内科の疾患」 
～急性リンパ性白血病について～


